
飲料用アルミ缶及びスチール缶の製造販売業者らに対する排除措置命令，課

徴金納付命令等について 

 

令和元年９月２６日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，特定アルミ缶（注１）及び特定スチール缶（注２）の製造販売業者（別

表１）らに対し，本日，独占禁止法の規定に基づき排除措置命令，課徴金納付命令等

を行った。 

本件は，特定アルミ缶及び特定スチール缶の製造販売業者が，独占禁止法第３条（不

当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたものである。 

（注１）「特定アルミ缶」とは，別表２の交渉窓口会社が調達に係る交渉を行うビール大手４社等向

けの飲料用アルミ缶をいう。 

（注２）「特定スチール缶」とは，別表３の交渉窓口会社が調達に係る交渉を行うビール大手４社等

向けの飲料用スチール缶をいう。 
 

第１ 特定アルミ缶及び特定スチール缶の製造販売業者に対する排除措置命令及び課

徴金納付命令について 

１ 違反事業者，排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額 

  特定アルミ缶 

番号 違反事業者名 排除措置命令 課徴金納付命令 課徴金額 

１ ユニバーサル製缶株式会社 ○ ○ １０３億５６７１万円

２ 東洋製罐株式会社（注６） ○ ○ １００億３５２５万円

３ 大和製罐株式会社 － － － 

合計額 ２０３億９１９６万円

 

  特定スチール缶 

番号 違反事業者名 排除措置命令 課徴金納付命令 課徴金額 

１ 北海製罐株式会社 ○ ○ ３３億５２７６万円

２ 東洋製罐株式会社（注６） ○ ○ １９億７８８４万円

３ 大和製罐株式会社 － － － 

合計額 ５３億３１６０万円

（注３）違反事業者名については，以下「株式会社」の記載を省略する。 

（注４）表中の「○」は，排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者であることを示している。 

（注５）表中の「－」は，排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者ではないことを示している。 

（注６）東洋製罐は，平成２５年４月１日に，それまで東洋製罐グループホールディングスが営んでい

た特定アルミ缶及び特定スチール缶の製造販売に係る事業を承継したものであり，平成２５年３

月３１日までは東洋製罐グループホールディングスが本件の違反事業者であった。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第二審査 

電話 ０３－３５８１－３３８４（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 



 

２ 違反行為の概要（詳細は別添排除措置命令書参照） 

  特定アルミ缶 

ア ユニバーサル製缶，東洋製罐，大和製罐及び東洋製罐グループホールディン

グスの４社は，遅くとも平成２２年５月頃以降（東洋製罐グループホールディ

ングスにあっては平成２５年３月３１日までの間，東洋製罐にあっては同年４

月１日以降），特定アルミ缶について，安値により商権（注７）を奪い合わず，販

売価格を維持する旨の合意の下に 

(ｱ) 別表２の「交渉窓口会社」欄記載の事業者に見積価格を提示する場合には，

商権を奪うような低い見積価格を提示せず，必要に応じて，見積価格等に関

する情報交換又は調整を行う 

(ｲ) 特定アルミ缶の原材料価格等が変動した場合には，特定アルミ缶の販売価

格の改定の方針を決定するとともに，当該販売価格の改定幅，改定時期等に

関する情報交換又は調整を行う 

などしていた。 

イ これら４社は，前記アの合意をすることにより，公共の利益に反して，特定

アルミ缶の販売分野における競争を実質的に制限していた。 
（注７）「商権」とは，違反事業者がそれぞれ別表２又は別表３の「特定購入会社」欄記載の

事業者に特定アルミ缶又は特定スチール缶を販売する取引をいう。 
 

  特定スチール缶 

ア 北海製罐，東洋製罐，大和製罐及び東洋製罐グループホールディングスの４

社は，遅くとも平成２２年６月頃以降（東洋製罐グループホールディングスに

あっては平成２５年３月３１日までの間，東洋製罐にあっては同年４月１日以

降），特定スチール缶について，安値により商権を奪い合わず，販売価格を維

持する旨の合意の下に 

(ｱ) 別表３の「交渉窓口会社」欄記載の事業者に見積価格を提示する場合には，

商権を奪うような低い見積価格を提示せず，必要に応じて，見積価格等に関

する情報交換又は調整を行う 

(ｲ) 特定スチール缶の原材料価格が変動した場合には，特定スチール缶の販売

価格の改定の方針を決定するとともに，当該販売価格の改定幅，改定時期等

に関する情報交換又は調整を行う 

などしていた。 

イ これら４社は，前記アの合意をすることにより，公共の利益に反して，特定

スチール缶の販売分野における競争を実質的に制限していた。 

 

３ 排除措置命令の概要 

前記２の違反行為ごとに，それぞれ，次のとおり排除措置命令を行った。 

  排除措置命令の対象事業者（以下「名宛人」という。）は，それぞれ，次の事

項を，取締役会において決議しなければならない。 

ア 前記２の合意が消滅していることを確認すること。 

イ 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，特定アルミ缶又は特

定スチール缶について，安値により商権を奪い合わずに販売価格を維持する行

為を行わず，自主的に，取引を行い，販売価格を決定すること。 

ウ 今後，相互に，又は他の事業者と，特定アルミ缶又は特定スチール缶の見積

価格及び販売価格に関する情報交換を行わないこと。 



  名宛人は，それぞれ，前記 に基づいて採った措置を，自社を除く名宛人及び

大和製罐に通知するとともに，別表２又は別表３の「交渉窓口会社」及び「特定

購入会社」欄記載の事業者（キリン株式会社にあっては，キリンホールディング

ス株式会社）に通知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。 

  名宛人は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，

特定アルミ缶又は特定スチール缶について，安値により商権を奪い合わずに販売

価格を維持する行為を行ってはならない。 

  名宛人は，今後，それぞれ，相互に，又は他の事業者と，特定アルミ缶又は特

定スチール缶の見積価格及び販売価格に関する情報交換を行ってはならない。 

  名宛人は，それぞれ，特定アルミ缶又は特定スチール缶の販売活動に関する独

占禁止法の遵守についての，当該商品の営業に関わる自社の役員及び従業員に対

する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置

を講じなければならない。 

 

４ 課徴金納付命令の概要 

課徴金納付命令の対象事業者は，令和２年４月２７日までに，それぞれ前記１の

「課徴金額」欄記載の額（総額２５７億２３５６万円）を支払わなければならない。 

 

第２ 食缶の製造販売業者に対する注意について 

大和製罐，東洋製罐及び北海製罐の３社が，食缶（食品〔飲料を除く。〕又はペ

ットフードの缶詰の容器として用いられる金属缶をいう。）の取引に関して，価格

に関する情報交換等を行っていた事実が認められたことから，公正取引委員会は，

当該行為が独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定の違反につながるお

それがあるものとして，これら３社に対し，本日，注意を行った。 

 


